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○樋口座長 それでは、時間でございます。皆様、今日は雨のお足下の悪い中、お集まり

いただきましてありがとうございます。約１年ぶりでございましょうか。第 11 回の「自殺

対策推進会議」を開かせていただきます。 

 初めに、本日の会議で新たに交代された委員の方がいらっしゃいますので、まずは御紹

介をいたしたいと思います。 

 まず、足立勇人委員でいらっしゃいます。足立委員は、日本弁護士連合会の前副会長で

いらっしゃいます。足立委員、一言お願いいたします。 

○足立委員 足立でございます。私は前副会長ということなのですけれども、副会長を辞

めてからもう１年以上もたってしまいまして、副会長の間は自殺対策、日弁連もこの問題

についても一つのテーマとして取り組んでまいりました。 

 今後ともこれに取り組むということで、副会長を辞めた後もこういう形で残らせていた

だいたわけですけれども、今回の震災対策で今、日弁連の方は非常に震災対策の法律相談

等でてんてこ舞いといいますか、相当の人員を割いてやっておりますが、自殺対策につい

て特に被災者の方たちに対する対応、それから相談を受けている弁護士の方のメンタルケ

アも、これから非常に大きな問題としてやっていかなければならないと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○樋口座長 どうぞよろしくお願いいたします。 

 もう一方でございます。五十里委員が退任をされまして、新たに坂元昇委員が就任され

ております。坂元委員は全国衛生部長会の副会長でいらっしゃいます。坂元委員、一言お

願いします。 

○坂元委員 全国の都道府県政令指定都市の保健医療、福祉部門の責任者の会であります

全国衛生部長会の副会長の坂元と申します。途中から参加させていただきます。わからな

いことが多いと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

○樋口座長 どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、今日はオブザーバーに内閣府の経済社会総合研究所総務部長、それから消費者庁

の政策調整課長が加わっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。お手元の議事次第に沿ってですが、

まず「自殺対策タスクフォースの設置について」で、続きまして「自殺対策に係る啓発活

動の実施について」、それから「平成 23 年度自殺対策関係予算等について」で、一括して

事務局の方から説明をお願いしたいと思います。 

○安部内閣府自殺対策推進室参事官 自殺対策推進室参事官の安部でございます。よろし

くお願いいたします。 

 では、まず資料の確認をさせていただきます。議事次第に配布資料の一覧も記載してお

りますけれども、資料１から資料８までが内閣府で用意させていただいた資料でございま

す。 

 それから、別にピンク色のリーフレット、「ほっと安心手帳」というものを配布させてい
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ただいております。 

 それから、委員からの資料といたしまして斎藤委員、清水委員、三上委員の３名からの

提出資料を配布しております。 

 以上、資料がない場合には事務局の方に言っていただければと思います。 

 では、資料１から資料５につきまして、安部から説明させていただきます。 

 資料１、「自殺対策タスクフォースの設置について」という資料があると思います。これ

は、昨年の９月７日の自殺総合対策会議で設置が決定されたものでございます。年内の自

殺者数を可能な限り減少させるために必要な緊急対策の機動的な実施等を行うため、自殺

総合対策会議の下部機関としましてこのような組織を設けたものでございます。 

 当初は 23 年３月 31 日限りと、年度内の設置ということでございましたけれども、今年

の３月１日の対策会議で１年の延長が決まりまして、24 年３月 31 日までの間ということ

になっております。 

 ２としまして、タスクフォースの構成員でありますけれども、当初座長といたしまして

は自殺対策担当大臣、国家公安委員会委員長、厚生労働大臣の３名でしたが、その後、こ

のような５名が共同座長となっております。構成員は、関係府省の政務三役が中心になっ

ております。 

 ３といたしまして事務局でありますけれども、事務局長といたしましては自殺対策担当

の内閣府副大臣が務めているところでございます。 

 次のページにカラーの紙があると思いますけれども、自殺対策タスクフォースの設置と

合わせまして、その右下に青い色で書いた部分がありますが、内閣府に経済社会総合研究

所というものがございます。自殺対策推進室とは別の経済社会総合研究所に分析班という

ものを設けまして、警察庁からちょうだいいたしました詳細なデータの下に掘り下げた分

析を行っていこうということで、タスクフォースと合わせてこういう組織も整備している

ところでございます。 

 資料２の方に移っていただきまして、第１回のタスクフォース、去年の９月７日でござ

いますが、そこで政府といたしまして「年内に集中的に実施する自殺者対策の取組につい

て」というものを取りまとめております。左の方から「相談体制の充実」といたしますと、

ハローワークにおきまして心の相談への協力を行うとか、あとは中小企業経営者向け相談

体制の充実とか、多重債務者向けの相談窓口の整備、強化等を掲げたところでございます。 

 また、中の欄の「全国的な啓発活動の展開、一層の情報提供の強化」といたしましては、

内閣府であるもろもろの普及啓発活動のほか、例えば（６）の法務省といたしましては法

テラスによる情報提供の拡充、（７）、（８）では文部科学省が教師に対する子どもの自殺予

防に関する知識の普及啓発とか、大学における自殺予防に関する啓発活動、（９）以下とし

ますと自殺対策に大きな役割を担っています厚生労働省さんのもろもろの施策が書いてあ

るところでございます。 

 このタスクフォースで決められたことにつきましては、その後もその状況の把握、結果
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の報告等を求めてきたところでございます。 

 ２枚くらいめくっていただきますと、横長の表にしたもので、３月１日の自殺総合対策

会議の資料という形で、「「年内に集中的に実施する自殺対策の取組について」の実施結果」、

こういう形で実際にどのように行ってきたかということにつきましてもきちんと把握をし

てきたということでございます。 

 １点、中身について説明させていただきますと、１．の（３）「多重債務者向けの相談窓

口の整備、強化」、金融庁が担当でございますけれども、この中の右の詳しいところを見て

いただきますと２つ目のポツにおきまして、多重債務者向けの相談窓口におきまして自殺

関連相談窓口や医療機関等の誘導先リストを作成したということもございます。23 年１月

１日現在、24 都道府県でこのようなものを作成済みということでございまして、直接の自

殺関連部局とそのほかのもろもろの関連部局との横の連携が大分うまくいってきていると

いうことの一つの表れかと思っているところでございます。 

 次に、資料３の方を見ていただきますと、内閣府として取り組んできました啓発活動の

中身でございます。 

 １枚めくっていただきますと、昨年の９月 10 日からの自殺予防週間を中心とする、９月

に何をやってきたというものでございます。自殺予防週間初日の世界自殺予防デーである

９月 10 日におきましては、当時のタスクフォースの共同座長である３大臣を始めといたし

まして、東京駅丸の内北口で「自殺予防週間キャンペーン」を実施いたしました。ここに

は、総理自らが激励に駆けつけていただいたところでございます。 

 あとは、「地方とのコラボレーション」といたしますと、タスクフォースのメンバーであ

る政務の方々が地方の街頭キャンペーンにも参加し、国と地方が一体となってやっており

ます。 

 また、「自殺対策国民会議 2010」といたしまして、自殺予防週間協賛団体にも参加して

いただいて会議を開いたところでございます。 

 また、右上にいきますと「メッセージムービー」といたしまして著名人６名、具体的に

は久保純子さんですとかサッカー選手の中村憲剛さん、末吉竹二郎さん、見城美枝子さん、

朝岡聡さん、三枝成彰さん、このような著名人の方々に自殺対策のメッセージムービーを

いただきまして、内閣府のホームページ等において公開したというところでございます。 

 あとは、ポスターが右上に２種類あるのですけれども、小さな絵で恐縮ですが、自殺予

防週間用のポスターと、あとは３月の月間から始めていました睡眠キャンペーンのポスタ

ーをまた新たにつくりまして、特に睡眠キャンペーンにおきましては『ツレがうつになり

まして』で有名な細川貂々さんにイラストを描いていただきましてこのようなポスターを

作成いたしました。 

 このようなポスターの配布におきましては日本医師会、日本薬剤師会の全面的な協力を

いただきまして、全国の医療機関、薬局にも配布したところでございます。あとはテレビ、

ラジオ、新聞等による政府広報を積極的に行ったということでございます。 
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 次のページにいきまして、12 月１日の「いのちの日」におきましてもタスクフォースの

メンバーに集まっていただきまして、右の写真にありますが、新橋駅前の演説スペースに

政務の方々もずらっと並んでいただきまして、街頭キャンペーンというものを展開したと

ころでございます。 

 次にいきまして、今年の３月の自殺対策強化月間の中身でございますけれども、左に書

いてありますような「相談体制の強化」、それから右の「当事者が支援策にたどり着きやす

い環境の整備」、「啓発強化」という形でいろいろな施策を総合的に展開したところでござ

います。特に今回は全国で一体感、統一感を持った取組みとするということでありまして、

このページの右上にありますけれども、「いのち支える」という４人の顔が絡み合っている

ものがありますが、このような統一ロゴ、それからキャンペーンソング、それからキャラ

クターなどにつきましての統一感を図り、国、地方、民間団体が一体となってやっていき

ましょうということでございます。 

 １枚めくっていただきますと、ポスターの写しがございます。両面のコピーにしており

ますけれども、２種類のコピーをつくりました。 

 １つは気づきというものをメインにしたキャンペーンをやっていこう。睡眠キャンペー

ンに引き続きまして、気づきキャンペーンというようなものでございますけれども、これ

また細川貂々さんに全面的に御協力いただきましてこのようなものを作成しております。

「大切な人の悩みに、気づいてください」、「あなたも“ゲートキーパー”になりませんか。」

ということで、国民に対して自殺対策に対して主体的、積極的に取り組んでいただきたい。

そういう形の呼びかけを行ったわけでございます。 

 裏面を見ていただきますと、つなぎは大事だとしてもどこにつないでいいのかわからな

いということでは困るので、「ひとりで悩むより、まず相談を。」ということで、全国のも

ろもろの相談機関の案内を書いたものを新聞広告に載せましたけれども、こういうものを

ポスターとしても配布しております。ロダンの絵が透けて見えるということでございまし

て、斬新なデザインでございますが、これはここの委員でもあります内閣府の清水参与に

考えていただいたデザインでございます。 

 そのポスターの後ろに「自殺対策強化月間の実施について」という紙がございますけれ

ども、その一番後ろのページ、この資料では８ページになりますが、そこに今回の自殺対

策強化月間の協賛団体 70 団体を掲げてございます。昨年が 50 数団体でありますので、大

分協賛団体の数も増えてきている。また、その協賛団体自らがただ名前を連ねるだけでは

なくて積極的にいろいろな活動を展開してきていただいている。例えば、会社であります

と社内報とか、団体でありますと会員誌とか、そうしたものに強化月間ですとか自殺対策

の重要性について書いたものをそれぞれ数万部単位で配布していただいている。そのよう

な取組みが表れてきているところでございます。 

 それから、資料４を見ていただきますと、これは「自殺対策関係予算等について」とい

うものでございますが、１枚おめくりいただきますと内閣府自殺対策推進室の予算を書い
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ております。23 年度予算が２億 1,100 万円とございますので、前年度の 9,700 万円から２

倍以上に増加しているところでございます。 

 そこでは何が増えたかといいますと、この４つに分けてあります右下の欄のところでご

ざいまして、23 年度予算におきましては「元気な日本復活特別枠」というものがございま

した。この中で、自殺対策におきましては強化月間における広報啓発の実施ということで

１億 4,000 万円見ていただいておりまして、こういうものがありまして全体といたしまし

て２億円以上の予算を確保できている状況でございます。この予算を有効に活用していき

たいと思っております。 

 次のページにいきますと、政府全体としての予算額を掲げておりますけれども、これに

つきましても 22 年度予算額に比較しまして 23 年度の予算は増額されてきているというと

ころでございます。 

 ３ページの紙にいきまして、「「地域自殺対策緊急強化基金」の概要」ということでござ

います。この基金そのものは 21 年度の補正予算で計上されて、100 億円を 47 都道府県に

配布して基金を造成してもらったというものでございますけれども、昨年度におきまして

幾つかの変更点がございます。 

 この「事業の概要」の中の丸の４つ目を見ていただきますと、まず厚生労働省の関係と

いたしますと、基金の中のメニューとしますと「事業メニュー」はこの右下の欄に書いて

ありますが、従前は①から⑤までの「対面型相談支援事業」に始まりまして「強化モデル

事業」までの５つの事業があったところでございます。かなり幅の広い事業を行っていっ

たわけでございますけれども、これに厚生労働省の分といたしまして 22 年度補正予算で７

億 5,000 万円が新たに加わりました。それで、うつ病医療体制強化事業という形でござい

まして、精神科医とかかりつけ医との連絡会議の開催等、そういうものを推進するための

経費といたしましてこういうものができたということでございます。 

 また、「事業の概要」の丸の５つ目を見ていただきますと、地域活性化交付金の一つとし

て住民生活に光を注ぐ交付金が 22 年度の補正予算で 1,000 億円計上されました。その

1,000 億円の交付金、もろもろメニューはありますけれども、そのメニューの一つに自殺

対策を含みます弱者支援、自立支援というものがございました。結果的に 1,000 億円のほ

とんどは知の地域づくりという形で図書館等のハード物にも予算を回すことができました

ので、大部分はそちらに回ったのですけれども、自殺関連でも二十数億円、地方公共団体

にこの交付金が活用されてきたということでございます。 

 その交付金は、この地域自殺対策強化基金の上積みにも使っていいという形になってお

りまして、その関係もありまして、この丸の３つ目の○の※印で書いているのですけれど

も、これまで基金は 21 年度から 23 年度までの３年間の期限で実施となっていましたが、

この交付金の設立に合わせまして年度が１年延びまして、24 年度までこの基金は使えるこ

とになったところでございます。 

 次に、資料５でございます。その基金の関連ではございますが、今回、東日本大震災と
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いうことがあったわけでございますけれども、自殺対策を各地方公共団体で行っている部

局は精神保健医療の部局が多く、心のケア等で大変苦労されているところでございます。

被災県の自殺対策部局はもとより、被災県以外であっても、被災者で避難された方を受け

入れていたり、被災地への心のケアチーム等の派遣の調整等もしておりまして、それぞれ

自殺対策部局は震災関連では相当苦労しているところでございます。 

 また、震災関連で自殺対策関連部局の方から、この基金につきまして被災者、支援者に

対する心のケアなどに使えるかという照会が多々ありました。 

 そういうことを受けまして、やはり被災者の心のケアは大変重要な問題でございますの

で、この基金というものについてもともと幅広いメニューが使えることになっていたわけ

ですけれども、こういうものが使えますよと。不要不急の事業を再度見直して、必要なら

ば被災者支援についてどんどんこの基金を活用してください。そういう検討をしてくださ

いということを促す文書を出したわけでございます。 

 公共団体の方におきましては、こういう文書を内閣府から出していただいて非常に動き

やすくなった。非常に助かるということで、その基金は被災者の支援について今後積極的

に活用されていくのではないかと思っているところでございます。 

 あとは、震災の関連でもう一点付け加えさせていただきますと、お手元にお配りしまし

た「ほっと安心手帳」というパンフがございます。心のケアの問題につきましては厚生労

働省が中心で取り組んでいるわけでございますけれども、やはりこの自殺予防という観点

からも心のケアは大変大事な観点だと思っております。そういうことから、自殺対策推進

室としましてもこのような「ほっと安心手帳」を作成いたしました。この表紙は、何回も

紹介しましたけれども、細川貂々さんに描いていただいたものを使わせていただいており

ます。 

 それから、被災者の方ですと心のケアですとか、特に自殺対策とか、そういう言葉自体

に相当アレルギーがあるということがありますので、そういう抵抗感なくこのリーフレッ

トを受け取ってもらえるように、「ほっと安心手帳」という名前にしておりまして、自殺対

策などという言葉は一切出てこない形にしております。 

 中身は、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの金先生、PTSD、また災害児の

メンタルケアのことで第一人者と言われている方ですけれども、その方にも中身を監修し

ていただきまして、中身はコンパクトですが、非常にわかりやすく読みやすい中身になっ

ております。イラストなども温かいものでございますので、被災者の方も非常に受け入れ

やすいということでございまして、こういうものをつくって、公共団体にもいかがですか

と投げかけたところ、特に被災県で、これはいい、いっぱいくれということがございまし

て、宮城、岩手、福島、それぞれ２万 5,000 部ずつ配っております。 

 それから、被災者だけではなくて支援に当たっている自衛官、警察官の方も相当精神的

にまいっているという話も聞きます。それで、防衛省、警察庁にお聞きしたところ、やは

り是非くださいということで、それぞれ１万部ほど送ったところでございます。これは 20
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万部ほど刷ったのですけれども、申込みが殺到いたしまして既にさばき切ってしまいまし

た。もう在庫がないという状況でございます。被災地におきましては自殺というような言

葉を前面に出すことは適切ではないとは思っているのですけれども、やはり側面的ないろ

いろな形での支援というのは今後とも引き続きやっていこうかと思っているところでござ

います。 

 私からの説明は以上です。 

○樋口座長 ありがとうございました。御質問等もあるかと思いますが、後ほどまとめて

御質疑をいただこうと思います。 

 続きまして、経済社会総合研究所に置かれました分析班の方から、自殺者数の推移とい

うことで説明をお願いしたいと思います。 

○市川内閣府経済社会総合研究所総務部長 それでは、資料６で４月の自殺者数を中心に

御説明させていただきたいと思います。 

 表紙の一番下にございますように、人口動態統計ではなく警察庁のデータ、それも５月

13 日に発表されたデータをベースにして資料を作成しております。 

 １ページ目に入っていただきますと、まず一番上が「発見日・発見地」ベースの全国の

数字のここ３か年の推移なのですが、緑色が今年の数字でございます。１－３月と前年あ

るいは前年比で見比べてかなり下回ってきておったのでございますが、４月は昨年を上回

りました。ただ、一昨年ほどではございません。 

 そこで、県別の前年同期比の変化率を見たものが真ん中のグラフでございまして、例え

ば山形、栃木、静岡、石川、愛知、滋賀、岡山、愛媛、福岡、宮崎、こういったところが

目立っておりますけれども、これは各県における変化率でございまして、全国に対するウ

エートは考慮されておりません。 

 そこで、そのウエートを考慮したのがその一番下のグラフでございまして、例えば４月

は全国では 3.1％増だったのですが、この一番下のグラフの各県の数字を足し合わせると

3.1 になるということでございます。GDP などでは寄与度と言っているのですけれども、自

殺の場合には不適切でございますので、あくまでも影響度というふうに使わせていただい

ております。それを見ますと、例えば栃木、静岡、愛知、福岡、宮崎、こういったところ

が全国ベースの増加に影響しているということが見てとれます。 

 次に、２ページをお開きいただきます。まずは２ページの方は「発見日・発見地」ベー

スの方でございますが、２ページの一番下が岩手県、地震で大きな被害を受けたところで

ございますけれども、１月から２月は低いままで、３月に入っても前年に比べて増えてい

るというわけでもございませんで、むしろ減っているわけでございますし、それから４月

も少し増えましたけれども、まだ前年より低いという状況でございます。 

 右側が自殺日、それから居住地ベースなので４月はまだ出ておりません。後日、後で発

見されて自殺日が４月だったというものが若干これからぱらぱら出てくるのでございます

けれども、まだ４月はまとめてございません。 



 9

 次に４ページをお開きいただきますと宮城県、これも被災、被害が大きかったところで

ございますけれども、これも１、２月と低くて、３月、４月とも前年よりもかなり低い状

況でございます。 

 一方、一番下の山形県などは４月に急増しているのですけれども、かなり増えて一昨年、

昨年も上回ってしまったというものでございます。 

 ６ページを開いていただきますと福島県、これも大きな被害を受けているところでござ

いますけれども、これは３月ベースでは前年より少なくて、４月はわずかに２人ばかり増

えたかなということで、別に震災があった後に急増している、あるいは急減しているとい

ったことはございません。 

 それから、一番下は栃木県でございます。今月、全国への影響は大きかったところの一

つなのですが、これは４月に入って急に増えました。ところが、これは昨年がかなり下が

って今年また上がったのですけれども、一昨年のレベルに戻ったということでございまし

て、実は今回４月の全国への影響が大きかった県についてはこういうパターンが結構ござ

います。 

 次に 10 ページに移っていただきますと神奈川県でございます。真ん中が神奈川県ですけ

れども、これは減少の全国への影響が一番大きかったところなのですが、実は昨年、余り

下がっていなかったようで、一昨年レベルと同水準くらいで、今年度それに比べてかなり

下がったということでございます。 

 16 ページにいっていただきますと上の静岡県、愛知県、これも全国への影響度が大きか

ったところでございますが、静岡県の４月について見ても昨年かなり下がって、今年の４

月になってまたかなり上がったのですけれども、これは一昨年と同水準に戻った。それか

ら、次の愛知県でもそうですが、昨年かなり下がって、また今年上がってしまったのです

が、一昨年レベルに戻ったということでございます。 

 次に、28 ページを開いていただければと思います。福岡県、これも全国への影響が大き

かったところなのですが、昨年４月はかなり下がって今年また上がったのですけれども、

一昨年のレベルに結構近づいたということでございます。 

 あとは、30 ページで一番下の宮崎県ですが、これも全国への影響度が大きかったところ

ですが、昨年かなり下がって今年は更に一昨年を超えて増加してしまったというパターン

でございます。 

 おおむね最近の状況はこんなところでございます。以上でございます。 

○樋口座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいままでかなりのボリュームの資料の御説明をいただきましたので、ど

の報告に関してでも結構でございますが、これから意見の交換をさせていただきたいと思

います。どなたからでも結構でございます。どうぞ。 

 では、どうぞ五十嵐委員。 

○五十嵐委員 東京工科大学の五十嵐でございます。お世話になります。 
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 全体的に自殺の割合が下がってきているということで、私たちも少しほっとしているよ

うなところもあるのですけれども、今、御説明いただきました自殺者数の推移のところで

質問させていただきたいのですが、２ページ目からずっと県別のいろいろな数値が表れて

おりますけれども、左の数字の単位は人でよろしいわけですか。 

○市川内閣府経済社会総合研究所総務部長 さようでございます。 

○五十嵐委員 そうしますと、例えば変化率の高いところが割と大都市ですよね。愛知県

とか福岡県がありとか、一方で余り変化がない県として震災地があるのですが、母集団に

対しての割合で出さないと比較できないのではないかと思います。勿論、実数値として何

人という数を出すことにも意味はありますが、割合を見ていくには率で出さないと傾向が

わからないのではないか。特に今回の震災に関しては、お亡くなりになられた方、それか

ら行方不明の方でかなり母集団にその前年度までとの差があるのではないかと思います。 

 ですから、そこについての補正をしたものを統計上もう一度出していただけると、比較

するにはよろしいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。○市川内閣府経済社

会総合研究所総務部長 御指摘の点かどうかはわかりませんけれども、１ページ目の「全

国の変化率への影響度」がそういった意図でつくったものでございまして、これはまさに

その県の増加分、あるいは減少分を前年の全国分の数字で割ったもので、いずれにせよウ

エートが入っているのはこの影響度でございます。 

 各県別となると変化率も出せるのですけれども、ある程度変化率を１ページで見ていた

だいて、２ページ以降で詳細なデータという発想でつくったものでございまして、変化率

ですとかは必ずしも載っていなくて恐縮でございます。 

○五十嵐委員 ありがとうございます。そうしますと、１ページ目の下のところが、その

母集団を考慮した率と考えてよろしいのでしょうか。 

○市川内閣府経済社会総合研究所総務部長 はい。例えば、愛知県の場合であれば愛知県

でどれだけ前年に増加したか。これを分子にしまして、それから分母の方は前年の全国全

体の数で割っているのです。それで割ると、全国では 3.1％だったのですけれども、愛知

県だけで２％くらいは説明できてしまっています。ただ、ほかの県で下がっているところ

もあって、差し引きすると 3.1％になるという計算になるのですが。 

○樋口座長 だから、一番下の実数が影響してくるわけだから、今、五十嵐委員が質問さ

れていることとはちょっと違うことになりますよね。各県別のその県の人口動態を分母に

した割合というもので見ていく必要があるのではないかということですね。 

○市川内閣府経済社会総合研究所総務部長 自殺率とか、そういったことですか。ちょっ

と分量が多くなり過ぎるということで今回は省略したのですが、申し訳ございません。 

○五十嵐委員 次の機会でも結構ですので、比較をする上で出していただいた方がよろし

いのではないかと思います。 

○樋口座長 では、どうぞ。 

○本橋委員 秋田大学の本橋です。 
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 自殺者数の推移のところで、少し施策とは関係ないことですけれども、昨年の平成 22

年度につきましてはこの３月にキャンペーンをやった後、非常に効果があるというのを私

も見て、この数字を見ても各県のところで全国規模のキャンペーンの効果があったという

ことは前にも私は発言させていただきましたが、昨年と今年の違いというのはやはり東日

本大震災が３月 11 日に起きたもので、内閣府としては３月に重点的なキャンペーンをまた

今年もやるということだったのですけれども、恐らくこの大震災の影響で、やっても全国

民に対する影響度ということから考えてみると、昨年のようなことではなかった。 

 社会的な状況が変わっていることによって、今年の緑の１ページ目の３月、４月のとこ

ろでは上昇のようなことがある。その辺は、学術的には今後まだこれでどうのこうのと言

える段階ではないのですけれども、やはり非常に今年については特別な状況の中でこうい

う数字が出ているので、今後は先ほど五十嵐委員が言われたようなことも含めてもう少し

詳しく分析していく必要があるのではないかと思います。 

 ですから、私自身は秋田県で、東北の中で実は大震災に伴ういろいろな心の問題である

とか自殺の問題というものを考えていかなければいけない立場にありますので、データは

きちんと持っておられますので、その辺を今後とも迅速に分析していただいて、震災と自

殺の問題についてもそうですけれども、震災と自殺の問題のみならず、自殺問題全体がや

はり少し関心が薄れるというようなこともありますので、その辺のところの啓発を深めて

いただきたいと思います。 

 あとは、先ほどの事務連絡のところで、自殺対策研究強化基金を心のケアに関するもの

に充当するというのは非常に私もよいと思うのですけれども、非常に細かいことで言うと、

今年度計画された事業のうちの不要不急の事業ということが書いてありますが、本来不要

不急な事業は、私はないと思います。それから、こんな細かいことについて大変申し訳な

いのですが、その中の優先順位を変えた中で見直していただくということなのかなと。多

分、現場でやられている方だと、不要不急の事業はあるのかと言われると非常に抵抗があ

りますので、その辺はまた文章をつくるときに少し注意していただくとありがたいかと思

いました。以上です。 

○樋口座長 よろしいでしょうか。 

○安部内閣府自殺対策推進室参事官 今後注意させていただきます。 

○樋口座長 よろしくお願いします。では、どうぞ。 

○高橋（祥）委員 これはいろいろなところで聞いているのですけれども、内閣府あるい

は厚生労働省にお尋ねします。 

 東北地方は、以前から医師不足が問題になっていたところです。特に、今回被災された

東北の太平洋岸部というと、精神科医療のそもそも過疎地域ですね。ですから、そこで災

害の震災の後のケアをするとか、あるいは自殺予防をするといったときに、そもそもハイ

リスクの人を受け入れるだけの医療従事者が十分にいない。専門の精神科医などは非常に

少ない。今後、長期的にそういう人をどうやって確保するようにするのか。青写真でもあ
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れば、内閣府あるいは厚生労働省にお話を聞きたいのですけれども。 

○樋口座長 では、厚生労働省からお願いします。 

○厚生労働省 厚生労働省です。先生がおっしゃるように東北地方、特に今回の沿岸部は

非常に精神科医もそうですけれども、医療従事者は全般的に大変少ないという状況にある

ということであります。 

 それで、今回で言いますと、被災した医療機関について、そこに入院されている方につ

いては国の方とか医療機関の協会と連携をいたしまして、入院患者さんで移さなければい

けない方々については同一県だったりほかの県、一応神奈川県が一番西の端ですけれども、

そこら辺のところまで患者さんを移した形で、入院患者さんについては対応しているとい

う状況にございます。 

 ただ、いわゆる外来とか在宅の部分が非常に手薄になっているというのは事実ではない

かと思っております。これについて当面の課題、対応といたしましては、心のケアチーム

という形で精神科医、そして看護師、保健師、精神保健福祉士、心理士なども含めた４名

から５名くらいの方々にチーム編成で行っていただいて、現在でも 30 チームくらいが行っ

ておりますけれども、各県の必要性というものに応じて各県のリクエストを踏まえた形で

派遣をしているというような状況にあります。 

 しかしながら、これは当座の話でございますので、今後どうするかということにつきま

しては今、各県とその必要性や、当座必要な人材がどのくらいで、それをどういう形で補

っていったらいいかということについては協議を進めているという形でございます。 

 当然のことながら、人材そのものがそもそも日本全体でもなかなか確保が難しいという

ところがありますので、そういう中でどうするかという話と、それにかかる必要な経費と

いうことにつきましてもどのように確保するかというようなことについて今、内部で検討

している。 

 直接のお答えにはなりませんけれども、大きな課題ということで、今は全国からいろい

ろな形で派遣をしていただいて、そこで当座の対応をしておりますが、今後の復興、そし

てその後の対応については今、青写真を地元の自治体とともに研究させていただいている

状況でございます。 

○樋口座長 よろしいですか。では、どうぞ。 

○高橋（祥）委員 東北の復興というのは長期戦になることは必至ですので、是非長期的

な取組みをお願いしたいということです。そしてまた、私の聞いている範囲では、被災地

の一部はそもそも精神科医療のネットワーク自体がない地域もあったので、どの程度の支

援が必要か情報を取ると言っても情報が取れない地域もあると聞いているので、その辺り

を是非よく地元の人たちと相談して、今後どうすべきかということを厚生労働省からいろ

いろ知恵を出していただきたいと思います。 

○樋口座長 重要な御指摘かと思います。 

 一言、追加させていただきますと、心のケアの問題、メンタルの問題というのは実はこ
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れから発生してくるといいますか、今まではある意味では全面的にいろいろなところから

のサポートでボランティアも含めて入っていますけれども、大体６月いっぱいとか、７月

をめどに、やはりもともとの自分たちのお仕事があるということで引き揚げられる。 

 その後、急にサポーターがいなくなってしまったところにいろいろなうつの問題が出て

きたり、PTSD の問題が出てきたり、そして自殺問題が発生してくる。まさにこれからの大

きな課題だと思いますので、そこのところは一気に医療関係者がいなくなるとか、サポー

ターがいなくなるところへの対策みたいなところも是非十分検討していただきたいと思い

ます。 

 ほかにいかがでしょうか。では、どうぞ清水委員。 

○清水委員 「ほっと安心手帳」に関してなんですけれども、非常に柔らかなデザインで、

不調に気づいたり、あるいは声を掛け合うきっかけの材料になると思って非常にいい取組

みだと思うんです。 

 ただ、同時に重要な情報が決定的に私は抜けていると思っています。それはつまり、何

かに気づいたときに、変化に気づいた、あるいは声をかけてあげた相手が問題を抱えてい

るというようなことがわかったときに、どこに連絡すればいいのか。どこに誘導すればい

いのかという、その情報が抜けているわけです。 

 それで、先ほど高橋委員からもお話がありましたけれども、ここの中には気軽にお医者

さんや保健師さんに相談しましょうとあるわけですが、では、その相談できるお医者さん

というのが一体どこにいるのか。そもそも精神科医、あるいは医療の状況は、場合によっ

ては医院が被災していてもう医療機関も機能していないという中にあって、どういうふう

にお医者さんや保健師にアプローチすればいいのかという、ここの情報が極めて重要だと

思うのです。 

 ですから、これはこれで変化に気づく、あるいは少しお互いに声を掛け合うきっかけの

情報として重要だとは思うんですけれども、これに合わせてできれば各県ごと、あるいは

私たちは県ごとの情報を遺族向けにパッケージにしてリーフレットをつくっていますけれ

ども、それで都道府県あるいは現場にまいたところ、市町村レベルでやってほしいという

要望がくるくらい、やはり具体的にどこに相談すればいいのかという情報を現場では必要

としているわけなので、そうした情報をしっかりとここに合わせて載せる、あるいは載せ

られるスペースをつくってあげて、それで県あるいは市町村にまくというようなことが必

要なのではないか。 

 こうした情報と合わせて、支援策の情報も確実に届ける必要があるだろうと思うので、

私は御承知のとおり繰り返し申し上げているんですけれども、そうしたことがなかなか反

映させていただけない部分があるので、是非そこは御検討いただければと思います。 

○安部内閣府自殺対策推進室参事官 全く清水委員のおっしゃったとおり、相談先の情報

は極めて重要だとは思っております。 

 ただし、内閣府が一元的にすべての情報をこの形で刷り込むということにつきましては
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限界がございますので、この「ほっと安心手帳」は紙媒体でも提供しておりますけれども、

例えば電子媒体でも活用できるようになっておりまして、各自治体の方において適宜加工

して自分のところで必要な情報などを盛り込んで配布できるような形で、いかようにでも

御加工くださいということでやっておりますので、この辺は地方公共団体の方々ともうま

くタイアップしながら必要な情報がいくように今後ともいろいろと考えていきたいと思っ

ております。 

○清水委員 具体的に言うと、避難所にいる方々は保健師さんが回ってくる、あるいは心

のケアチームが回ってくるという中で、不調をそこで訴えて、そこから医療機関につなが

るというようなことが可能な状況に今あると思うのです。 

 ただ、座長がおっしゃったとおり、これからどんどんそうした医療チーム等、保健師の

チーム等も恐らく被災地から引き揚げていくだろう。あるいは、既に自宅に戻っていて、

そうした巡回のサービスに接点がないような人たちに具体的にどういうふうに情報を届け

るのか。どういうふうにしてその方たちが医療機関なり、あるいは保健師さんなり、ある

いは別の相談機関につながっていくのかというイメージをしっかりと持った上で、そのイ

メージに合わせて情報を流通させるための手段としてこういうものをつくっていくべきだ

と思うんです。 

 ですから、今、参事官がお話になった、自治体が加工してそれで情報をまけるようにな

っているんだということであれば、具体的にどういうふうな形でそれが行われ、具体的に

今、私が申し上げたような在宅、既に家に戻ってしまっている方、さまざまな情報だった

り支援策だったりから孤立してしまっているような方たちにどういうふうにして届けるの

でしょうか。市町村任せにならざるを得ないということですか。 

○安部内閣府自殺対策推進室参事官 今回、特に心のケアということを最初のアクション

として出しまして、こういう基本的な情報を住民の方に届けようということでやったわけ

でございますけれども、そういう相談先の情報などについてもどうなんだろうという我々

の問題意識もありました。それで、公共団体からの反応として、こういうものをつくった

んですけれどもどうでしょうかといったところ、ごく一部のところはやはり相談先の情報

だとか、そういうところがなければ使いづらいというようなこともありました。 

 ただし、ほとんどの公共団体からは、この「ほっと安心手帳」のこの形で非常に使いや

すい。ですので、これについてこれだけくれという形がありましたので、あとは我々とし

ましてはお届けするまでで、ああしろこうしろというのではなくて、これをどう活用する

かは現場の判断で、現場の気持ちを尊重してやっていきたいということで、私どもはあえ

てここに配ってくれとか、そういう言い方はせずに、あとはお任せします。お届けします

から必要部数だけ言ってくださいという形で今回やったところでございます。 

 今後につきましては、また公共団体の方から現場のニーズがいろいろ上がってくると思

います。その現場のニーズを聞きながら、内閣府ができる支援をまた考えていきたいと思

っています。 
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○樋口座長 どうぞ、坂元委員。 

○坂元委員 現在、我々の地方公共団体でも、被災地に対して５月の段階で百余のチーム

がそれぞれ岩手、宮城、福島に入っており、主にその構成としては保健師、精神科医師を

含む医師それから PSW とかの保健医療チームが各自治体から派遣されております。被災地

全体で、100 近いチームが入っているんですが、現在全国衛生部長会の方でもこれをいつ

まで継続していくべきなのかというのが課題となっております。 もともと支援を開始し

たきっかけとして、国からの依頼、被災自治体から直接きた、それから、首長さん同士の

つながりとかいろいろな形があります。それで、被災自治体からの意見の一つとして、、ま

ず支援チームが短期間で変わりるので、地域を把握できない可能性があるので長期的な支

援が欲しいということです。今回それを踏まえて７月に全国衛生部長会の総会で、市町村

同士の救援のマッチング、つまりこの被災された市町村はこの市町村が面倒を見るという

ことで、長期間にわたる支援計画も必要であるということも話し合うつもりでおります。。 

 私も福島県に入ったのですけれども、一次避難所から少しずつさらに遠方のホテルに移

り始めております。そうすると、今後戸別訪問のようなきめの細かいサービス、訪問等を

やっていかざるを得ないときに、今みたいに短期間の日替わりみたいな支援ではだめだろ

うということです。現在全国衛生部長会で都道府県政令指定都市に現在の支援状況と今後

の支援方針についてアンケート調査を行うつもりでおります。それを基に今後の支援の在

り方を検討するつもりでおります。 

○樋口座長 ありがとうございました。清水委員、どうぞ。 

○清水委員 補足で言いますと、今日は副大臣も大臣もいらっしゃらないので、これは是

非三役あるいは政府に直接伝えるべき、私のルートでも伝えようと思いますけれども、そ

うした自治体間の支援をする際に、人材派遣をする経費を、例えば国が一部負担する、あ

るいは全額負担するというような仕組みがあってしかるべきだと思います。 

 そういう財政的な支援の裏づけがないと、自治体同士マッチングして支援をしていこう

と言っても、いずれ支援している側の自治体の住民の中から、何で私たちの税金を使って

ほかの自治体の支援をそれだけしなければならないのかというようなことに恐らく議論が

なっていく、あるいはなっていくことを想定してちゃんと持続可能的な制度をつくらなけ

ればならないと思うので、是非国として自治体間のそういう支援の協定なりを結んで職員

を派遣するといったようなときの財政的な支援もしっかりとすべきではないかと思います。 

○樋口座長 では、三上委員どうぞ。 

○三上委員 現在、被災地の医療支援につきましては、避難所等における災害救助費を使

ったものと、地元の医療機関が保険診療として行うものとが、かなり混在してきています。 

 日本医師会の JMAT も 1,200 チーム以上が入ったわけですけれども、今月に入りまして、

徐々に撤退を始めています。それは、地元の医療機関が機能し始めているということで、

そちらの邪魔にならないように引き揚げが始まっているわけですけれども、被災地におい

ては状況にかなりの格差があるということで、先ほどありましたようにきめの細かい医療
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支援というものが必要ではないかと考えます。 

 特に心のケアチーム、精神科チームにつきましては、地元にはかなり手薄であるという

こともございますので、どこにどの程度、地元の医療機関が復活しているのかどうかとい

うことも含めて対応していただきたいと思います。 

 それと、費用面につきましては基本的には自治体というよりは災害救助費として申請を

する部分と、診療報酬として保険請求をする部分との２つがあると思いますので、それと

別個にということになるとすごく複雑になるのではないかと思います。 

○樋口座長 では、どうぞ、渡辺委員。 

○渡辺委員 精神科医の立場で、少しお話させていただきます。 

 私も、仙台とか石巻に何日間か参らせていただきました。やはりこれからの精神科医療

を考えますと、特にうつ病自殺対策ということで考えていきますと、どうしても継続的な

関わり、医療というものは必要になってくると思います。そういうことを考えますと、や

はり地元の医療機関をしっかりつくっていただいて支援していくという体制が必要になっ

てくると思います。 

 例えば、精神科の外来が極めて少ない地域では、病院に精神科の外来を例えば国の方で

つくっていただいて、そこへできるだけ継続的に診療に当たられる精神科医を考慮してい

ただくとか、そういった継続的に精神科医、できれば決まった精神科医がその地域にいる

というような体制をつくっていただくことが必要になってくるのではないでしょうか。 

 それからもう一つ、精神科医療と保健活動とは勿論、密接に連携はしなければいけない

んですが、少し別に考える必要があると思います。やはり先ほど清水委員がおっしゃった

ような地域に戻られた、戻っておられる方々に対しては、保健師さんなどが地域活動とし

てお話を聞きに回っていただく。そして、必要があれば精神科医療機関につないでいくと

いうような精神科医療機関の充実と、それから地域での保健活動、この２本立てで、これ

を連携させてやっていく必要があるのではないかと私は思いました。以上です。 

○樋口座長 ほかにはいかがでしょうか。では、どうぞ。 

○足立委員 足立ですけれども、被災県、東北３県というお話で、確かに大変な状況であ

りますし、私も行ってはいるのですが、もう一つ、なかなか私も無力感に襲われてしまっ

ているのですが、原発の問題がありまして、茨城とか栃木、千葉、北関東ですね。特に漁

業者とか農業者の方、茨城県でも大根の農家が売れないということで自殺者が出てしまい

ましたけれども、これこそこれから長期戦といいますか、ますます時間もかかっていくし、

皆さんどうしていいかわからない、希望を持てないというような状況の中で何らかの対策

をしていかなくちゃならない。 

 勿論、それは経済的な対策とか補償とかはございますけれども、心の問題として何がで

きるのか。私もいろいろ考えてはいるんですけれども、全然答えが見つからないというか、

どうしていいかわからない状況です。 

 ただ、困っている方は非常にたくさんいるし、精神的に病まれてきてしまうという状況
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がありまして、先ほど統計を見させていただきましたけれども、確かに実績で去年からの

効果が上がっているとは思うんですが、これからまたああいう問題の対応をうまくやって

いかないと、急にまた数字が上がっていくのではないかという心配もしております。その

辺で、もし何か対策なり計画がありましたら教えていただきたいのですけれども。 

○樋口座長 特に被災地に関して、今の原発との絡みも含めてということですね。何かご

ざいますか。 

 では、竹島先生どうぞ。 

○自殺予防総合対策センター 自殺予防総合対策センターの竹島でございます。 

 まだ始まったばかりというところでございますけれども、今回の災害で、家族の方を一

度に亡くしたり、あるいは生活の基盤を喪失してしまったり、更にメンタルヘルスの問題

を抱えたりと、多重に問題を抱えた方たちがたくさん出ておられるということを考えまし

て、私どもの組織の規模ではたくさんのことはできないんですけれども、幾つかの箇所を

決めて定期的にそこを訪問して、その中で保健所とか、地域の方が抱えている課題という

ものを把握しながら、多重の課題を抱えている方にどのような支援をしたらいいかという

ことを考えながら、例えばその中でできる相談関係の連携とかといったものを相談しなが

ら、一つずつ提供するということをやっていこうとしております。 

 せんだっては岩手県で、岩手県司法書士会の方たちが構えた研修会がありまして、その

場で司法書士会の方で被災地の支援にアウトリーチ的に入られている方と、それからその

地域で心のケアチームとしてかなり長く滞在をして被災者の支援に当たられている方たち

にそれぞれ活動の報告をしていただき、それから同時に私どもは自殺予防総合対策センタ

ーで 22 年度に作成いたしました相談窓口の連携の手引きを配布して、それを基にして研修

をさせていただいているということで、少し好評の感じがありました。 

 それから、少しずつその感触を得ながら実施したものの中で、ほかの地域でも共有して

やっていただけたらいいものを少しずつ情報発信していきたいと思います。 

 また、継続してもう少し中身が出てきましたら報告させていただきたいと思います。以

上です。 

○樋口座長 どうぞ、坂元委員。 

○坂元委員 原発の問題が出たのですけれども、我々川崎市は福島県に支援に入って１か

月が経ちます。、福島県は臨海部の場合は津波と原発事故で二重被害で避難された方と、あ

とは原発事故で避難した方おられます。最初は福島県の福島市などちょうど仲通りと呼ば

れる地域の体育館などに全員避難して、それから今度は二次避難という形でさらに遠方の

会津若松市を中心とするホテルに収容という形になっております。そこでは仮設住宅と違

ってホテル暮らしということなので、食事は全部出るのですが、これは生活ではなく、ホ

テルに皆で泊まって食事をしているということに過ぎず、先が全く見えない状況となって

おります。仮設は一定の生 

活の場ですが、生活でないホテル暮らしの難しさがちょっとほかの方には理解できていな
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いということです。 

 それと、避難されている方たちが宮城や岩手県と異なるのは漁業や、農業を再興させる

という形で新たな生活ができるわけではないということです。つまり、農業地そのものが

汚染されてしまっているので再興が難しいということです。現実には農家の方で避難され

ている方が農業以外の他の仕事で生計を立てるということが実際はかなり困難を伴うとい

うことです。ある意味不可能に近い方たちも多くいるということです。この特殊な事情を

やはりはっきり理解しないと、福島の場合の支援は単に復興支援という形にはつながらな

いということで、慎重な支援、配慮が必要かと思います。以上です。 

○樋口座長 三上委員、どうぞ。 

○三上委員 この３県によって事情が違うと思いますが、いずれにしろ生活の糧をすべて

失ってしまったわけです。家や会社、建物等も流されて、残存債務が残っているという状

況で途方にくれておられるわけですが、これを何とか救えるように我々もお願いしている

んですけれども、金融庁が来られていますので、残存債務をどのように処理するかという

ことについて、市中の金融機関からある程度の高い利息で金利を払って借りておられるも

のを、例えば政府系の金融で低利あるいは無利子のものに借り替えることができるのか。

あるいは、特殊な公費の金融機関への投入によってそれを免除できるようなことが可能な

のかどうかということをひとつお伺いしたいと思います。 

 それともう一つは、雇用保険の財源をこの際かなり融通をつけて柔軟に使えるようにし

ていただきたい。特に失業給付という部分も使えるかもしれませんが、雇用調整助成金と

言われる、いわゆる会社が雇用関係を切らずにまた再建できるような形を是非とっていた

だきたい。１年と言わず、２年、３年かかって再建する場合もありますけれども、その場

合の雇用調整助成金の活用について、これは厚生労働省の管轄だと思いますが、要件を緩

和していただけるようにお願いしたいと思います。 

○樋口座長 その辺りはいかがでしょうか。 

○金融庁 今おっしゃられたのは二重ローンの問題かと思われますが、その部分につきま

してはなかなか金融庁だけでできること、できないことがあると思いますので、今、官房

長官の下で各省庁、政府全体として何ができるのかということを今、検討している最中で

ございまして、その検討に今、金融庁も中に入ってやっている状況でございます。今のと

ころはそういう状況でございます。 

○樋口座長 厚労省、いかがですか。 

○厚生労働省 雇用調整助成金の関係ですけれども、今、三上委員からもお話がありまし

たが、基本的にかなり運用自体は柔軟に進められているところでありますが、さらなる御

要望というところとお聞きしました。 

 今日は担当部局がこちらの方に来ておりませんので、そういった御要望については伝え

させていただき、引き続き雇用の確保とか生計の安定という部分については、厚生労働省

の中でも政府一体となってプロジェクトをつくって対応しているところでございますので、
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そういったところの意見に反映させていただくように連絡をしてまいりたいと思っており

ます。 

○樋口座長 ほかにはいかがでしょうか。かなり災害等の関係で、被災地との関係の課題

が非常に多かったのですが、そのほかも含めて御質問、御意見がございましたらいかがで

しょうか。 

 では、どうぞ。 

○清水委員 先ほど坂元委員がお話されていたとおり、被災地によって抱えている課題が

違うと思うんです。岩手、私も釜石、大槌へ入りましたけれども、その壊滅的な被害を受

けて、何もなくなった状態からいかに復興していくのかというような段階の沿岸部と、あ

とは福島のようにまだ被害状況が確定していない。現在進行形で災害が続いているという

ような状況においての復興支援というか、あるいは心のケア、これは被害が確定している

地域の心の支援、あるいは生きる支援と、あとはまだ現在進行形で傷にかさぶたができな

いまま塩を塗られているような状況における人たちへの心のケア、あるいはその生きる支

援とはやはり質が違うと思います。 

 そうしたものを包括的に国でやれと言っているわけではなくて、勿論これは現場の自治

体主導でやっていくべきものだと思うので、そうした方たちの邪魔をしたり、そうした人

たちに何か押し付けるということではないんですけれども、ただ、現状においては地域の

被災地の自治体、特に市町村のところというのは実際に職員も被災していて、自力でいろ

いろな計画を立てたり、いろいろな国が設けている制度を活用して施策を実行していくと

いう力がなかなかない部分もあるわけなので、実際に現場でどういうことが起きていて、

どういう課題があって、それに対してどういう支援を必要としているのかということのヒ

アリングを網羅的に行って、その中で地元の自治体だけでは十分に対応できないところを

国が後方支援していくというような体制をとるべきだろう。 

 これは自殺対策という観点からもやるべきだろうと思うのですけれども、それを内閣府

だけでやれと言っているわけでは勿論なくて、関係省庁を含めて連携をとりながらやらな

ければいけないわけですが、そうしたさまざまな地域の実情を把握して必要なしかるべき

後方支援を行っていく。 

 それを、関係省庁を調整しながらやっていくという、その場所がどこなのかということ

なのです。自殺対策なのか、それとも災害対策本部なのか、そこの受け皿、調整役がはっ

きりしていれば、そこに情報を集約させて、そこから連携を図っていくということができ

ると思うんですけれども、その心のケアあるいは自殺対策、これは自殺対策ということを

高らかに銘打てと言っているわけではなくて、ただ、そのねらいとしては死に追いやられ

るような人が出ないような施策を展開していくという調整役は一体だれが担うのかという

ところを明確にしないと、情報が共有されないまま、あるところでは支援が集中し、ある

いはあるところでは支援が全くないというような空白と重複が起きかねないので、その調

整役はどこがやるのかということを明確にすべきだろう。 
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 これは今日、大臣、副大臣がいればと思ってはいたのですけれども、そういう課題があ

って、それを政府に対して、私自身も今、政府の中にいる人間なので私の方からも言って

はいるんですけれども、そうした調整役をしっかりと明確化することが大事なんじゃない

かと思います。 

○樋口座長 ほかにはいかがですか。では、どうぞ。 

○坂元委員 何度も申し訳ありません。確かに今おっしゃっているとおり、自治体側から

すると、厚労省から保健師等の派遣をお願いしますという通知がきて、それから総務省か

らは事務職をそれぞれ被災した市役所への派遣依頼があります。さらに土木職とか、別の

省庁からくるんですね。 

 それで、自治体側としては自分はどこに何人派遣しているかは把握できますが、これは

自治体間を越えてしまうと把握が難しくなります。。だから、これは全国衛生部長会の世話

人会の集まりのときも、どこか国で自治体からの支援の全体を統括している部門があるの

かどうかという疑問が挙がっております。全国衛生部長会では保健衛生医療福祉関係の派

遣は把握しておりますが、しかし、それ以外の土木とか一般事務とか消防、救急とか、そ

ういう部分になると一体どの自治体にどこが派遣されているのかは見えなくて、現地に行

って初めて同じところに何々市の事務の人が来ていたということが分かることもあります。

我々自治体側としても全体の派遣が果たして整理統括されているのかというのはちょっと

疑問を感じていますし、そこをもう少し整理すれば、オーバーラップをなくし効率的な支

援ができるのではと考えております。 

○樋口座長 今の点についてはどうでしょうか。また御検討いただいて、清水さんからも

話が出ましたように、大臣、副大臣、三役にも今日の議論をそういうことで正確に伝えて

いただくということですが、何かコメントございますか。 

○村木内閣府自殺対策推進室長 基本的に災害対策には現地の本部があって、国からも行

って、国の本部がそれぞれの県にあり、そこと都道府県、自治体の方の本部が毎朝定例の

会議を開いているという形なので、まずはそこで集約をしていくということが一番大事だ

ろうと思います。 

 それで、今日のお話は本部の方にも伝えます。ちょっと気をつけなきゃいけないのは、

視察ヒアリング疲れということで相当しかられておりますので、そういうことにならない

ように、現地に張り付いている国の側と、それから現地の自治体の方とで、おっしゃられ

ていたようにどうもいろいろやっていくと、対自治体でバイでやるというのは一番効率的

なんじゃないかということが相当聞こえてきている話ですので、その辺も含めて今日出た

お話を伝えるようにいたしたいと思います。 

○樋口委員、どうぞ、五十嵐委員。 

○五十嵐委員 先ほど冒頭に足立委員の方から、ケアをしている弁護士の方々の支援もと

いう話も出ましたけれども、被災された方と、またそれを支援しているワーカーの人たち

への支援というのが私たちの専門学会でも議論になっています。 
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 特に原発関連の後方支援をしている東京の企業などでも私は呼ばれてメンタルヘルス教

育に行ったりしておりますけれども、極限の中でお仕事をされて帰ってきた人たちが数名

メンタルヘルス疾患になっていたり、引きこもったりという昨年と違う状況があるという

ような話も伺っておりますし、先ほどこのリーフレットが防衛省ですとか警察庁の方々に

も大変重宝がられたというのもよくわかることです。 

 やはりワーカーという視点で、要するに被災者をサポートしている人たちのケアという

のも必要になってくると思います。恐らく今回の震災のケアというのは非常に長期的にな

ってまいります。私達もボランティアの経験から、産業保健の専門家であってもかなり精

神的にダメージを受けるというような状況は必ず発生してきます。 

 そうしますと、どうしても被災地の県だけに目がいきがちですけれども、それを支援し

ている人たちのケアというところももっと幅広く、例えばこのリーフレットのような形で

まず気づきを促すとか、オーバーワークになるちょっと手前で作業をチェンジができるよ

うな、そういった仕組みとか体制をつくらないと思います。 

 それからもう一つですけれども、先ほど清水委員からもありましたが、こういった一人

ひとりが気が付いてどこかに連絡をするという部分と、あとは専門家がやはりアウトリー

チしていくという部分があります。実は保健師も随分被災し数が減っているんですね。幾

つかの都道府県では急遽、保健師の採用数を増やしたりということもありますけれども、

やはりアウトリーチしていく基盤強化というものが必要です。財政面も含めてですが、相

談窓口の明確化と専門職によるアウトリーチのその両面でやっていかないと、自分のリス

ク状態になかなか気がつかない人もいるわけです。保健師による定期的な訪問からの関係

性というのが今後の安心感にもつながってまいりますので、その２つをお願いしたいと思

っています。 

 それから、厚生労働省の方にお伺いしたいのですが、職場における心の健康づくりの啓

発ということで、タスクフォースのミッションにも入っておりますけれども、今年度の労

働安全衛生法の改正の中にメンタルヘルス支援が入っていたわけですが、これは今年度の

法案の見通しというのはなかなか厳しいというふうに考えてよろしいのでしょうか。お伺

いしたいと思います。 

○厚生労働省 職場のメンタルヘルス関係は東電の関係もあって、担当課長は今日は来て

おりませんので詳しいことはわかりません。 

 ただ、少なくとも震災が起こる前までは私も一緒にいろいろと説明の場に回っておりま

したので、労働安全衛生法の改正についてはメンタルヘルスの部分と、それから喫煙の部

分、そういったところで建議がなされていて、そういう中でいろいろと内部で検討がなさ

れているというところまでは承知しておりますが、それ以上の部分につきましてはちょっ

と担当がおりませんので御勘弁いただければと思います。 

○五十嵐委員 ありがとうございます。 

○樋口座長 本橋委員、どうぞ。 
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○本橋委員 ちょっと震災のことから離れるのですけれども、地域自殺対策研究強化基金、

資料４でございますが、今年度の予算につきましては内閣府が２億くらいで全体が 134 億

ぐらいだということですけれども、私は地域の自殺対策に実際に関わっている中では、地

域自殺対策研究強化基金が 21 年から 23 年までの３年間で増設されたことが、やはり日本

全体の自殺者数の減少にかなり大きく効いていると思うんです。 

 この基金は緊急強化基金ですので、これ限りのものなのかどうかわかりませんけれども、

先ほどの御説明ですと申請による 24 年まで延長は可だということで、各都道府県において

は 24 年までこれを使うことは可能だと思うのですけれども、この緊急強化基金が切れた後

の枠組みですね。これはやはり 47 都道府県は震災県も含めてですけれども、これに対する

事業の評価をまずしなくちゃいけないと私は思います。 

 私の印象では、客観的な評価をこれからまた政府の方でなされると思いますけれども、

やはり一定の効果があったということが検証されれば、この 100 億円というのが３年間で

日本の自殺対策に有効であったということがわかれば、この後続といいましょうか、これ

を次にどうしたらいいのかということを政府の方、内閣府の方でどのようにお考えなのか

ということを、24 年度の予算もこれからいろいろ関わってくると思いますので、是非お伺

いしたいと思います。 

○樋口座長 では、室長、お願いします。 

○村木内閣府自殺対策推進室長 おっしゃるとおりで、勿論、基金の効果測定も大事だと

思っています。 

 ただ、これは科学的に何か数量的に把握するというのは大変難しいのですが、我々が見

ていて３年間の基金の使い方というのが自治体で変化をしてきているのです。それは、や

はり何に効果があって何がなかったかということを自治体がそれぞれ検証しながら事業の

ウエートを変えてきてくださっている。非常にそれはいいことだと思いますし、この取組

みが更に積み重ねられることで効果が出てくると思っていますので、是非予算は欲しい。 

 ただし、これは大変悲観的なことを申し上げますと、予算の枠というものが私どもは大

変小さいものですから、今まで補正予算でしか取れなかったということがございまして、

何とか来年まで延ばしたものですからちょっと猶予期間ができましたので、この後の展開

として恒常的な予算で取れれば一番いいのですが、そうでなければまた基金を積むとかと

いったことで、あらゆる方法にチャレンジしていきたいと思っておりますので、応援をし

ていただきますようによろしくお願いいたします。 

○樋口座長 それでは、どうぞ。 

○清水委員 今、予算の関連が出たので、この場でどこまで議論するのがふさわしいのか

はあれですけれども、二次補正に何か自殺対策の関連で積まれる御予定というのはあるん

でしたか。 

○安部内閣府自殺対策推進室参事官 検討中ですとしか言いようがないですけれども。 

○村木内閣府自殺対策推進室長 補正全体は今、検討中です。まだ、いつまでにとか、ど
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ういうものが乗るとかという枠組みが見えていないので何とも言えないのですが、自殺に

限らないんですけれども、補正でできるもの、被災地の役に立つものというのは皆で検討

しようということにはなっております。そういう意味では、チャンスがあるのかなと思っ

ております。 

○樋口座長 どうぞ。 

○杉本委員 基金以降の予算について、遺族支援に関しては今年度すごく額が減っており

まして、その基金が終わった後をとても心配している人が大変多いのですね。遺族支援は

そんなに費用がかかるものではないと思います。でも、なくなっては困るので、今おっし

ゃったその具体的な応援というのは例えばどういうことなのでしょうか。 

○村木内閣府自殺対策推進室長 一番大きいのは、ちょっと政治状況がこういう状況なの

でなかなか言いにくいのですが、普通はやはり与党の側で特に必要な予算として後押しが

あるとか、あるいは世論としてこういうものが非常に必要だということは一つの予算を取

るときの大きな応援になるのかなと思っています。 

○樋口座長 ほかはよろしいでしょうか。まだございましたら、後ほど時間の余裕がまだ

ございますから、そのときに御質問なり御意見をいただくことにいたしまして、本日、資

料を提出していただいている委員の方がお３方いらっしゃいますので、ここでその資料の

説明を含めて御意見をいただこうと思います。 

 まず、斎藤委員の方からお願いします。 

○斎藤委員 東日本大震災の被害者の支援のために、２つの電話相談事業を実施いたしま

した。 

 前後しますけれども、最初に実施したのは、JR 東日本から委託を受けた「いのちのホッ

トライン」です。これは、この 10 年間に今回を含めて４回の実績がございまして、３月の

19、20、21 日とわずか３日間ですが、実施いたしました。これは震災後わずか１週間後に

始めたわけですが、急遽実施したのではなくて国の強化月間、３月の強化月間のために今

年の初めから予定をしておりまして、初めに JR は自殺予防どころではないという反応があ

りまして、やめようかという提案まであったのですが、私はこういうときこそこうしたホ

ットラインが必要であるということで、JR の方は英断をして予定どおり実施ということに

なりました。 

 これと、もう一つはいのちの電話が独自に３月の末から４月の初めにかけて、２週間足

らずですが、全国のいのちの電話をオンラインでつないで相談を受ける。これは毎月 10

日に数年間実施しておりまして、どこからかけてもどこかのセンターにつながるというシ

ステムです。今回は NTT が非常に協力をしてくださいまして、被災地の４県だけしか相談

ができない。これを、全国のいのちの電話がオンラインのシステムで受信するというシス

テムです。 

 JR はわずか３日間、しかも１日４時間ですから、これは昨年もそうだったんですが、わ

ずか 100 件ちょっとですね。それで、私どものホットライン、オンラインの相談は 1,500
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件ありました。 

 この２つの相電話相談事業では、まず精神障害者の方々が非常に不安な状況に置かれて

いるというのが共通した１つの現象です。それと、自殺関連で申しますと、JR 東日本で実

施した相談については、もともとこれは自殺予防ということが明確になっていますから、

自殺問題は 25％、これは前年に比べるとはるかに減っております。 

 実は、私は震災直後というのは戦争状態と同じですから、これはきっと減るというふう

に予想しておりました。先ほどの統計では明らかに、殊に被災地では減少しているという

統計的な裏づけもあるわけですけれども、JR 東日本には人身事故担当の課長がおられまし

て、その課長に確認をいたしましたら、確かに人身事故は減っていると、これは３月 20

日前後の状況を伝えてくれました。確かにこの期間、私は中央線を利用しておりますけれ

ども、人身事故のアナウンスはほとんどないのですね。４月に入ってぼつぼつ出てきたと

いう状況がございました。 

 一方、いのちの電話のフリーダイヤル、オンラインの災害支援の相談は 1,500 件ですが、

自殺問題について言うと全体の約８％です。普段は３割から４割が自殺問題ですけれども、

それこそ被災地に限定したということもあるんですが、被災に関わる問題が圧倒的な比率

を占めたということです。 

 ただ、自殺問題も８％と申しましたが、被災と絡めて訴えるケースが特徴的でした。 

 それで、やはり災害直後というのはまず命を救うというか、そして水だ、薬だ、食料だ。

それから、避難をどこにするかということですけれども、これは時間がたてばたつほど、

例えば死別、津波で家族を失ったという大変な喪失経験がじわじわと心に襲ってくると言

いましょうか、３月から４月にかけてですから、そういう喪失経験のプロセスが多少、目

に見えるような思いがいたしました。これから更に、これは大変深刻な訴えが増えてくる

だろう。できれば近い将来、もう一度実施したいということを期待しております。 

 それからもう一つは、福島県から相談者が電話をかけたら九州のいのちの電話が出たと

いうことで、全国の人が私たちのためにケアしてくれているんだと大変感動したというう

れしい気持ちを伝えてくれたこともございました。 

 それからもう一つは、私どもの全国 50 ある組織の中で唯一、英語で相談を実施している

機関がございます。これが東京英語いのちの電話、Tokyo English Lifeline、この組織は

同時に東京コミュニティカウンセリングサービスという所長が精神科の女性のドクターで

すが、そういう面接もできるというシステムを持っております。後の方に図表化したもの、

これはネット上に出ておりますけれども、災害直後にこういうウェブサイトを立ち上げた

わけです。 

 それと同時に、私の報告にも書きましたけれども、アメリカの国際医療援助隊と申しま

すが、そういう組織から派遣された女性のセラピストでありますけれども、この女性が東

京と仙台でセミナーを開きました。日本人のグループでは通訳を付けましたが、東京では

例えば麻布の西町にあるインターナショナルスクールの教師たちのために、こういう災害
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のときに教師たちは子どもに対してどういう対応をしなければいけないかという、まさに

先ほどの「ほっと安心手帳」のようなマニュアルをつくって教師たちに研修を受けていた

だいた。 

 それから、東京と仙台、これは電話相談員を対象に被災者に対する基本的な対応のマニ

ュアルを学習した。こういう学習は初めてでございまして、やはりこれは今後の電話相談

機関の相談員のいわば必修の教科として是非加えたいと考えております。 

 そのほか、仙台の河北新報が私どもの働きを評価してくださいまして、そのネット上の

記事を添付いたしました。お読みいただければ幸いです。以上です。 

○樋口座長 ありがとうございました。それでは、清水委員、お願いします。 

○清水委員 私の方からは、２つにちょっと分かれてしまったんですけれども、資料を準

備させていただいています。 

 １つが、「社会的包摂政策を進めるための基本的考え方」という表題が付いているもので

す。この「社会的包摂政策を進めるための基本的考え方」と言いますのは、今年の１月 18

日に総理の指示によって設置されました「「一人ひとりを包摂する社会」特命チーム」によ

ってまとめ、この５月 31 日に発表したものであります。私もこのチームのメンバーである

ということと、あとはこの社会的包摂施策といいますのは自殺問題も想定している、ある

いは自殺対策と非常に深く関わる、重なる部分がありますものですから、資料として今日

提示させていただきました。 

 お読みいただければと思いますので、細かい説明は割愛させていただきますが、社会的

包摂というのは一体何かといいますと、２ページ目を見ていただくと、ここに基本認識と

いうものがつづられています。一番上の丸のところですが、今、経済のグローバル化であ

ったり、雇用の不安定化だったり、あるいは家族や企業、あるいは地域のつながりが絶た

れていく中で、そうした変化にセーフティネットが十分についていけていないのではない

か。ついていけていない結果、貧困や孤立、あるいは自殺のようなさまざまな社会的排除

によって人の命が奪われるといったような事態が生じているのではないか。そうした問題

意識を持ちつつ、さまざまなその変化に柔軟についていけるような体制をつくるべきだろ

う。それは社会的包摂という、人が社会から排除されることのないような仕組み、あるい

は政策を打っていくことによって自殺や孤立、貧困等を防いでいこうというような認識の

下で施策をつくっていこうということを掲げている次第です。 

 また、８ページ目のところに、「誰も排除しない社会の構築を目指した全国的な推進体制

の構築」と書かれていますけれども、これはまだ今回の段階では基本的な考え方なので、

緊急政策提言としては今月末を目途にまとめ上げようということではあるんですけれども、

推進体制の記述の２つ目の丸のところです。「様々な支援の輪が拡がっている今日において

も、このような取組の狭間で、様々な支援にたどり着くことができず、生活困難が深刻化

し、自ら命を絶つまでの事態に追い込まれる人が後を絶たない」という認識の下、こうし

た状況にある人たちに対して社会的包摂施策でもって、社会的排除に陥らないような状況
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をつくっていくための全国的な推進体制、これをつくっていく必要があるだろうというこ

ともこの基本的な考え方の中でまとめさせていただいています。 

 これは、また追々この会議の方にも報告させていただきながら関係機関、あるいは関係

省庁の方たちとも一緒に推進体制を構築していかれればと思っておりますので、また引き

続き報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 もう一つの資料が、「第 11 回自殺対策推進会議清水委員資料」というものでまとめたも

のです。記事を裏表で１枚添付させていただきました。これは、配布資料として記者の方

から了解を得ていますので、今回配布させていただきました。 

 １つ目が、昨年の９月 10 日の世界自殺予防デーの日に全国の自殺対策に関わっている民

間団体、50 団体が集まりまして「自殺対策全国民間ネットワーク」というものを発足させ

ましたので、そのことに関する記事です。 

 裏面にいっていただきますと、これは３月の自殺対策強化月間に私たちライフリンクと

大手の携帯３社とが協同事業として行った取組みの記事です。これは、インターネットを

使って携帯電話を使って簡単にさまざまな支援策を検索できるソーシャルサイトを私たち

が立ち上げておりますものですから、そのサイトへのリンクを携帯各社のトップページに

張ってもらったところ、24 時間で 20 万件のアクセスがあったということです。 

 これは裏を返すと、それだけ相談先、あるいは支援策にたどり着けずに問題を抱えたま

ま困っている人がいる、相談難民がそれだけたくさんいるということの裏返しだろうと思

いますので、だからこそやはり具体的にどこに相談すればいいのか、そのことをターゲッ

トにハイリスクの人たちに向けて的確に情報提供をする必要があるだろうと考えています。 

 そうしたこともあって、３枚目につながっていきます。カラーの「震災で大切な人を亡

くされた方へ」というリーフレットです。これはまさに斎藤委員からも今お話がありまし

たとおり、この震災によって家族を亡くされた遺族の方たちがたくさんいらっしゃいます。

あるいは、まだ家族が行方不明で遺体が見つからないという中で安置所を日々回っていら

っしゃるような御遺族の方たちもいらっしゃいます。そうした方たちが非常に今、孤立し

たまま、場合によっては自殺で亡くなるという方もいらっしゃって、家族全員亡くなって

自分だけ残された。これからどう生きていいのかわからないといったときに、だれにも相

談できずに孤立していったりするので、そうした遺族の方たちに対してどういった社会資

源があるのか、相談機関があるのかということを県別にまとめて１万 5,000 部ずつ刷って、

関係機関の協力を得て遺族の方たちに届くように、弔慰金の申請窓口であったり、遺体安

置所であったり、そこから遺族に手渡していただくというようなことで実施しているもの

です。 

 このリーフレットの表面の真ん中辺りに「死別・離別の悲しみ相談ダイヤル」とありま

すけれども、これは震災で家族を亡くされた、あるいは御家族が行方不明のまままだ見つ

かっていないといった方たちに向けた電話相談です。先ほどの新聞記事で御紹介した、全

国の自殺対策のネットワークの関係団体に呼びかけて全国 50 団体で協力をして、今この提



 27

案の相談を行っているところです。 

 その受ける相談の中には、本当にここまで深刻な状況に追い詰められているのかと、声

をかける言葉もないぐらいの状況の方たちもたくさんいらっしゃるので、これは民間団体

だけでやれることにも限界がありますし、今後はますますこの相談ニーズというのは高ま

っていくと思いますので、政府もそうですし、さまざまな専門家の方たちとも協力しなが

ら遺児、遺族を支援するネットワークもつくっていく。そうしたネットワークの中で、こ

のダイヤルも拡充していきたいと思っているところです。以上です。 

○樋口座長 ありがとうございました。 

 それではもうお一方、三上委員、お願いいたします。 

○三上委員 資料８の「第 10 回自殺対策推進会議議事録」でございますが、ここで日本医

師会としての取組みについてお話ししているのですが、その後の活動につきまして報告を

させていただきます。 

 そのときにも、精神保健委員会を立ち上げて、睡眠キャンペーン等について検討すると

いうことをお話しいたしました。精神保健委員会への諮問事項は「うつ・自殺対策におけ

る具体的対応の提示」ということで、めくっていただきまして裏に委員名簿がございます。

委員長は、この会議の委員でもあります高橋祥友先生にお願いをいたしまして、そのほか

本橋委員、渡辺洋一郎委員にも精神保健委員会の委員に入っていただいております。また、

それぞれ産業保健、学校保健の専門の先生方、あるいは日本うつ病学会の代表の方など、

それぞれの分野の方に入っていただきまして、第１回から第４回まで検討会を行っており

ます。 

 そこに書いてあるように、「睡眠キャンペーン」に取り組まれておられます静岡県の富士

モデル事業についての検討、ヒアリング、あるいは精神科医と一般科医、かかりつけ医と

の連携を中心に渡辺先生から「G-P ネット」の取組み等についてお話をいただき、ここで

検討させていただきました。第５回は、６月 15 日に行う予定としております。 

 それから、右側の方は今年の４月 23 日に読売新聞に掲載されました座談会の採録でござ

います。これは、本来は３月 12 日に掲載される予定だったのですが、11 日の震災のため

に掲載を見送っておりまして、４月 23 日にようやく掲載されたということでございます。

樋口座長と斎藤委員にも御参画をいただきました。 

 こういった国民への啓発活動が、先ほど村木さんがおっしゃいました後押しになればと

考えております。以上でございます。 

○樋口座長 ありがとうございました。 

 これまで３人の委員の方から御報告がございましたが、何かそれに関連しての御質問、

御意見等がございましたらどうぞ。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、若干時間が早いのですが、最後に自殺対策推進会議をこれから当面どういう

ふうに進めていくかということで、私の方から説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料７をごらんいただきたいと思います。本年３月１日に開催されました自殺
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総合対策会議において、自殺総合対策大綱の見直しについて決定をされたということでご

ざいます。 

 現行の自殺総合対策大綱は、御承知のように平成 20 年に硫化水素による自殺の群発を受

けて、そのとき見直しを行ったわけでございますが、あるいはその後インターネット上の

自殺関連情報対策の推進、あるいはうつ病以外の精神疾患、特に薬物の問題等々によるハ

イリスク者対策の推進等をその時点で追加をしてまいりました。 

 それで、平成 24 年ですから来年にこの大綱が策定されておおむね５年を迎えることにな

ります。そういうことで、平成 23 年、今年のうちからその見直しに向けた検討に着手する

ことが必要になるということでございます。 

 それで、この自殺対策推進会議においては資料７の２枚目のところに書かれております

総合対策大綱の第２項にありますように、「新大綱の案の作成に資するため、自殺対策推進

会議において、現大綱に基づく諸施策の進捗状況を把握し、有識者等の意見を幅広く聴取

することとする。」と書かれております。 

 それに基づきまして、もう一度１枚目に戻っていただきまして、次回の会議から早速関

係府省へのヒアリングを実施してまいりたい。各施策についての進捗状況についてまず把

握をしてまいりたいと思っています。 

 それで、このような予定で、第 12 回からそこには 15 回まで書いてございます。第 10

回もそこに予定されておりますが、これはいつごろという時期は書いてございませんが、

こういうふうに少しこれまでに比べると間隔が狭くて、月に１回とか、あるいは場合によ

っては月に２回になるようなことがあるのかもしれませんが、少し詰めた検討をこの会議

で行ってまいりたいと思っておりますが、このようなことで開催することについて御異議

はございませんでしょうか。大変お忙しい皆様方で、大変貴重な時間をお取りいただくこ

とは恐縮でございますが、やはり大綱の見直しというのは大変重要な課題でございますの

で、是非よろしくお願いをしたいと思います。 

 では、どうぞ。 

○清水委員 この推進会議の進め方ということで、直接その大綱に関してというわけでは

ないのですけれども、ひとつお願いというか、提案があるのは、今日も各委員からいろい

ろな意見だったり要望だったりが出されましたね。それで、過去にもさまざまな形でそう

した意見、要望が出されてきたわけですけれども、それぞれの意見や要望がどういうふう

に検討されてどういう結果になったのかということを、次回の会議の場でフィードバック

していただくというようなことが今後大事になってくるのではないか。 

 我々も言いっ放しということにはしたくありませんので、それぞれの委員から出た意見

一つひとつに対してどういう検討がなされ、結果が出たのか。また、その結果を御報告い

ただく中で、もしかしたらまた別の意見が出てきてというふうに、それぞれの立場を超え

て議論を深めていく中で、よりよい施策が生まれてくるのだろうと思うので、是非それは

今後お願いいたしたいと思います。 
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○樋口座長 大変重要な御指摘だと思います。時として言いっ放しになって、あの話題は

どうなったのか、忘れられてしまっているということもありますので、議事録はきちんと

取ってありますし、それに対して答えられること、答えられないことは答えられないこと

でそれははっきりさせておけばいいということだと思いますので、是非そういうふうな進

行を考えたいと思います。 

 それでは、具体的な日程につきましては今後皆様との間で調整をさせていただきます。

事務局の方からまた御連絡を申し上げたいと思います。 

 最後に、第 10 回の推進会議の議事録がお手元に案として配られていると思います。既に

お目通しいただいて修正点等もいただいているところもあるようでございますが、この議

事録を公表することでよろしいかどうかということでお諮りをしたいと思います。この内

容で公表することでよろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○樋口座長 ありがとうございました。それでは、これをもって議事録として公表をさせ

ていただきたいと思います。 

 全体を通して少し今日は早目ですが、もともと大臣あるいは副大臣にお越しいただいて

ごあいさつもいただこうと思っていたのですが、今の状況でございますので、なかなか抜

け出せないということでございますので、こういう形になりました。 

 それでは、特に追加の御発言がなければと思いますが、いかがですか。どうぞ。 

○五十嵐委員 ２点あります。 

 １つは、どうしてもこういう震災後ですとセーフティネットの方に目がいきがちなので

すが、労働の現場からいきますと非常にダメージを受けている業種というものがありまし

て、特にイベント関係ですとか飲食店とか、軒並み倒産も激しくて、やはりそういう経済

状況とワーカーの自殺というのはかなり比例してくることが考えられます。セーフティネ

ットの部分と経済の活性化という 2 つのストラテジーが望まれます。ゴールデンウイーク

くらいから皆、東北地方に出かけようとか、被災地の物産品を購入しようなど、いろいろ

なポジティブなキャンペーンもやっていますけれども、経済の高揚につながる仕掛けも必

要があるのではないかと思います。自殺対策を自殺と言わずに「いのちを支える」と言う

だけでも随分印象が変わるのと同じで、その部分をお願いしたいと思います。 

 あとは、ずっと気になっているのが、AC の広告の「がんばろうにっぽん」というもので

す。震災直後は皆、頑張ろうと思っているのですが、だんだんこうやって長期化して疲れ

てくると、こんなに頑張ってまだ頑張らなければならないのかという気分になり抑うつ感

がましてきますいわゆるうつ病の方には頑張ろうと言わないというのが鉄則なんですけれ

ども、例えば先ほど斎藤委員の方からあった、お電話をしたら九州の人からの支援でそん

なところの人も応援してもらっているとほっとするというお話がありました。例えば「皆

で一緒に」などキャッチコピーも少し時間とともに、経過とともに考えていく必要もある

のではないかと思いますので、それも合わせて有識者を含めて検討していただければと思
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います。以上です。 

○樋口座長 ありがとうございました。 

 それでは、少し早いのでございますが、本日の会議はこれで終了いたしますが、もし追

加の御意見等がありましたならば、事務局の方に来週の木曜日、６月９日までにメモ等で

お出しいただければと思います。 

 本日、委員の方々からいただきました御意見は整理をいたしまして、先ほどの清水委員

の御提案にもありますように、それについて具体的にどういう答えが出せるか、あるいは

どういう問題があるか等々についてまた整理をし、御報告をするという形をとらせていた

だきたいと思います。 

 それでは、これをもちまして第 11 回の「自殺対策推進会議」を終了したいと思います。

どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。 


